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よ
る
音
楽
教
室
か
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収
に
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質
問
に
対

し
、
別
紙
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弁
書
を
送
付
す
る
。
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員
城
井
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君
提
出
日
本
音
楽
著
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協
会
に
よ
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音
楽
教
室
か
ら
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著
作
権
使
用
料
徴
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に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
案
件
を
前
提
と
し
た
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
私
人
間
の
係
属
中
の
訴
訟
に
関
連
す
る
事
項
で
あ
る
た
め
、
政
府

と
し
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

な
お
、
一
般
論
と
し
て
は
、
あ
る
著
作
物
の
演
奏
が
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
十
二
条
に
い

う
「
公
衆
に
直
接
見
せ
又
は
聞
か
せ
る
こ
と
を
目
的
」
と
す
る
「
上
演
」
又
は
「
演
奏
」
に
当
た
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、

具
体
的
な
事
実
関
係
に
照
ら
し
て
個
別
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。


